
○深浦公民館使用料（令和元年１０月１日施行）  

 

種別  

使用料  

午前  午後  夜間  時間外  

午前９時から 

正午まで 

正午から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後１０時まで 

１時間につき 

深
浦
公
民
館 

講座室  ５７０ 

（２，８５０） 

９４０ 

（４，７００） 

１，１７０ 

（５，８５０） 

２８０ 

（１，４００） 

会議室  ４７０ 

（２，３５０） 

７７０ 

（３，８５０） 

９６０ 

（４，８００） 

２４０ 

（１，２００） 

調理室  １，６５０ 

（８，２５０） 

２，７５０ 

（１３，７５０） 

３，４４０ 

（１７，２００） 

８３０ 

（４，１５０） 

体育館  １，６５０ 

（８，２５０） 

２，７５０ 

（１３，７５０） 

３，４４０ 

（１７，２００） 

８３０ 

（４，１５０） 

第 １ 多 目

的広場  

９９０ 

（４，９５０） 

１，６５０ 

（８，２５０） 

２，０６０ 

（１０，３００） 

５００ 

（２，５００） 

第 ２ 多 目

的広場  

１，６５０ 

（８，２５０） 

２，７５０ 

（１３，７５０） 

３，４４０ 

（１７，２００） 

８３０ 

（４，１５０） 

備考  

１  入場料等を徴収する催物で、営利又は商業宣伝を目的としな

いもの及び入場料を徴収しない催物で、営利又は商業宣伝を目

的とするものに使用する場合は、（  ）内の料金を適用する。  

２  時間外とは、開館時間外の時間をいう。この場合において、

１時間未満の端数時間は、１時間として計算する。  

３  電気器具展示販売等特に多量の電気を使用するときは、当該

使用料の額の３０パーセントを加算して徴収する。この場合に

おいて、１０円未満の端数金額は、切り捨てて計算する。  

４  米川公民館の屋外夜間照明施設を使用する場合は、１時間に

つき３００円を徴収する。この場合において、１時間未満の端

数時間は、１時間として計算する。  

 


